
 

【別冊】 

情報連携におけるツールの紹介 

 

１．網羅的な相談シート例 

 

２．足立区_つなぐシート ≪事例７≫ 

 

３．和泉市_つなぐ表 ≪事例８≫ 

 

４．柏崎市_児童生徒からの聞き取りシート ≪事例９≫ 

 

５．姫路市_自殺未遂者連絡票 ≪事例 10≫ 

 

６．彦根市_自殺未遂者相談窓口連絡票（病院用/警察・消防用）≪事例 11≫ 

 



１．網羅的な相談シート例 

 

【作成目的・留意点】 

・ あくまで参考のシートである。それぞれの自治体や医療機関等の記録等をもとに網羅的に

項目化したシートを提示した。 

・ 網掛けの部分（グレー色）は特に５の先行事例でのいずれかのシートで挙げられていた項目

を示している。 

・ そのほか、実際に被災地のこころのケアで運用されている相談記録表、精神科救急での記録

として運用されている用紙や、日本医療機能評価機構の研修で使われている項目も参考に

加えた。 

・ 項目の構成要素は、相談員属性、相談者および同伴者属性、心理社会的アセスメント、健康

情報のアセスメント、自殺のリスク評価、連携や紹介の情報、同意、紹介先属性等である。 

・ あくまでこれですべてが考慮されているわけでなく、一例であるので、絶対的なものではな

く、それぞれの相談対応によって、やりやすい運用となるような項目等の参考例である。実

際に検討するうえでは、ニーズや業務の中での負担状況なども踏まえた実施可能性や有益

性から考慮し、項目を絞ったり、加えたりということを実務者で検討しながら進めるとよい

と考えられる。 
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２．足立区_つなぐシート ≪事例７≫ 

 

【使用目的・使用方法】 

次ページ以降で掲載している、「つなぐ」シートの説明資料および「つなぐ」シートＱ

＆Ａをご参照ください。 

 









 

相談申込・受付票 

ＩＤ  
※初回 

相談受付日 
令和   年    月    日 受付者  

■基本情報  ※太枠欄は必ずご記入ください。 

相談支援の検討・実施等にあたり、私の相談内容を必要となる関係機関（者）と情報共有し、保

管・集約することに同意します。 

署名欄 

ふりがな  性別 □男性 □女性 □その他 

氏名  生年月日 
□大正  □昭和  □平成 

   年   月   日 （     歳） 

住所 
〒      － 

 

電話 自宅  携帯  

来談者 

注) ご本人 

以外の場合

に記入してく

ださい。 

 

氏名  
ご本人と

の関係 

□家族（本人との続柄：       ） 

□その他（               ） 

住所  

電話 

（自宅） 
 

電話 

（携帯） 

 

■ご相談の内容（お困りのこと） 

※ご相談されたい内容に○をおつけください。ご相談されたいことが複数の場合は、全て○をし、一番お困りのこと

には◎をおつけください。 

 仕事探し、就職について  収入・生活費のこと  仕事上の不安やトラブル 

 家賃やローンの支払いのこと  
税金や公共料金等の支払

いについて 
 債務について 

 資金の貸付について  住まいについて  病気や健康に関する.こと 

 こころの問題に関すること  食べるものがない  家計全般に関すること 

 介護に関すること  子育てに関すること  ひきこもり・不登校 

 家族関係・人間関係  地域との関係について  DV・虐待について 

 その他（                                                             ） 

※ご相談されたいことを具体的に書いてください。ご支援にあたっての希望もあればお書きください。 

 

 

 

 

 

 

記入例 

相談者に他の窓口と相談内容、個人情報を共有して

よいかの確認・同意のうえ署名していただきます。 



（初回相談受付部署） 

相 

談 

内 

容 

・ 

概 

要 

相談受付日  月  日（ ）部署名            担当者   ●● 

※初回部署は記入不要 

相談済の部署 □仕事（     ） □多重債務（     ） □健康・生活（     ） 

       □介護（     ） □子育て（     ）  □その他（       ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今回の対応＞ 

 

 

 

 

 

 

当課の継続相談 有・無 

 

 

 

※他の部署への相談が必要な場合のみ次頁へ 

 

 

相談を受けた窓口部署、担当者

名を記入します。 

自殺念慮の心配があると察知した場

合は、担当者名を○で囲みます。 

相談者から聞き取った主訴について整理し記入しま

す。主観的な感想などは記入しないでください。 

相談に対してどのような対応をしたかの概要や、必要と思

われる連携先、相談の終結の仕方などを記入します。 

区の部署と連携するが、今後も当所で相談を継続

していくか、今回で終了するかをチェックします。 



相談が必要と  □仕事（     ）  □多重債務（     ）  □健康・生活（     ） 

思われる部署  □介護（     ）  □子育て（     ）   □その他（       ） 

 

紹 

介 

先 

① 

予約日時  同行 有・無 

         課        係  担当者              館   階 

名称                       担当者 

住所                       電話番号 

 

相 

談 

内 

容 

・ 

概 

要 

相談受付日  月  日（ ）部署名              担当者 

相談済の部署 □仕事（     ） □多重債務（     ） □生活（    ） 

       □介護（     ） □子育て（     ）  □その他（       ） 

 

 

 

 

＜今回の対応＞ 

当課の継続相談 有・無 

（くらしとしごとの相談センター回付日   年  月  日） 

 

相談が必要と  □仕事（     ）  □多重債務（     ）  □健康・生活（     ） 

思われる部署  □介護（     ）  □子育て（     ）   □その他（       ） 

 

紹 

介 

先 

② 

予約日時  同行 有・無 

        課        係  担当者              館   階 

名称                       担当者 

住所                       電話番号 

 

相 

談 

内 

容 

概 

要 

相談受付日  月  日（ ）部署名              担当者 

相談済の部署 □仕事（     ） □多重債務（     ） □生活（    ） 

       □介護（     ） □子育て（     ）  □その他（       ） 

 

 

 

 

＜今回の対応＞ 

当課の継続相談 有・無 

（くらしとしごとの相談センター回付日   年  月  日） 

相談内容により、いくつかの区の他部署と相談した方が望ましいと思わ

れる場合に、紹介先部署名にチェックまたは担当部署名を記入します。 

上記のうち、優先度の高い相談先を１つ記入します。 



３．和泉市_つなぐ表 ≪事例８≫ 

 

【使用目的】 

・ 市民からの相談内容で自殺の危機要因になりうる事項について、それぞれの危機要因に「気

づきやすい課」とつなぎ先となる「具体的な支援が出来る課」を一覧表に取りまとめること

で、相談を受けた課から具体的な支援が行える課へのつなぎをスムーズに行うために活用。 

・ 自殺の特性についての留意事項やゲートキーパーとして心がける事項についても記載し、

職員の自殺対策への意識醸成も兼ねる。 

 

【使用方法・留意点】 

・ つなぎ先として相談を受けた課は、相談内容を聞き取るなかで主となる課題を整理し、対応

が困難な場合や必要な場合は適切な課へつなぐ。 

・ 生活保護受給者の支援については、危機要因を問わず、必要時は生活福祉課と連携のうえ対

応する。 

・ 確認事項欄に対象者の例を記載しているが、つなぎ先に困った場合は、つなぎ先のいずれか

の課にまず相談する。 

・ 自殺の危機要因を複数重ね持つなど課題が複雑な場合や、相談内容が不明確でつなぎ先を

特定できない場合は、保健センターやくらしサポート課にて課題の整理や他課との調整に

ついて相談を勧める。 

・ 相談を他課につなぐ場合は、できる限り事前に連絡を行い、相談の主訴や経緯を伝えたうえ

で案内する。 

・ 市民への案内用の資料として、「つなぎのリーフレット」を使用している。リーフレットに

は市の相談窓口一覧のほか、困りごとや相談内容のチェックリストと、相談内容の詳細・経

緯等が書き込めるメモ欄を掲載している。 

 



自殺対策連絡会議　作成　「自殺の危機要因に気づき、課題解決に向けて適切な課へつなぐ表」                                                                         令和4年4月

○表情等言語表出以外の確認
・表情が暗い.
・見るからに元気がない。
・げっそりしている。

【経済苦】

○●●料が払えない。
○●●代が払えない。
○奨学金制度を利用したい。
○お金に困っている。

【負債】
【借金苦】
【事業不振】

○借金を抱えている。借金を返せない。
○事業不振で資金繰りがうまくいかない。

乳幼児～18歳未満の子どもがいる家庭
子育て支援室
　こども支援担当

・ひとり親家庭に対する就労支援

乳幼児～18歳未満の子どもがいる家庭
こども未来室
　幼保育成担当

・保育所入所の相談等

当事者が障がい者（疑いを含む）
障がい福祉課
　障がい者支援係

・ハローワーク、泉州北障害者就業・生活支援センターとの連携
・障がい福祉サービスの利用（就労継続支援A型・B型、就労移行支援事業所利
用）
・障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談支援センターとの連携

上記以外
くらしサポート課
　労働政策係

・就労支援（就労支援コーディネーター）
　　↓
必要に応じ、生活福祉課との連携

くらしサポート課
　労働政策係

・社会保険労務士による労働相談（月2回）
・就労支援（就労支援コーディネーター）

人権文化センター
・総合生活相談
・人権相談
・カウンセラーによる心理カウンセリング相談

和泉市職員
人事課
  人事企画係

・メンタルヘルスの相談
・業務上のハラスメントの相談

当事者が障がい者（疑いを含む）
障がい福祉課
　障がい者支援係
　障がい者医療係

・障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談支援センターと連携しながら、保
健所や医療機関へのつなぎ
・精神障がい者保健福祉手帳の発行
・障がい福祉サービスの利用
・医療費の助成

当事者が65歳以上の高齢者
（場合によっては40～64歳も含む）

高齢介護室
　高齢支援担当

・地域包括支援センターとの連携
・高齢者福祉サービスの提供
・介護予防サービスの提供

上記以外

健康づくり推進室
　健康増進担当
　保健センター
　保健福祉センター

・健康相談
・臨床心理士によるこころのリフレッシュ相談会
・医療機関などの情報提供
・保健所との連携

当事者が障がい者（疑いを含む）
（障がい者手帳所持者、）指定難病該当者

障がい福祉課
　障がい者支援係
　障がい者医療係

・障がい者基幹相談支援センター・障がい者相談支援センターとの連携
・身体障がい者手帳の発行
・障がい福祉サービスの利用
・医療費の助成(身体障がい者手帳1・2級所持者)

当事者が65歳以上の高齢者
（場合によっては40～64歳も含む）

高齢介護室
　高齢支援担当

・要介護・要支援認定者への介護保険サービスの提供
　（ヘルパー派遣、デイサービス、ショートステイなど）
・高齢者福祉サービスの提供
・地域包括支援センターとの連携

上記以外

健康づくり推進室
　健康増進担当
　保健センター
　保健福祉センター

・健康相談

当事者が65歳以上の高齢者
（場合によっては40～64歳も含む）

高齢介護室
　高齢支援担当

・保健所との連携
・医療機関などの情報提供

上記以外

健康づくり推進室
　健康増進担当
　保健センター
　保健福祉センター

・健康相談
・臨床心理士によるこころのリフレッシュ相談会
・保健所との連携
・医療機関などの情報提供

男女共同参画センター
(モアいずみ)

・法律相談・カウンセリング（面接）
・電話相談

人権・男女参画室
　人権男女参画担当

・大阪府女性相談センターとの連携（一時保護）
・大阪府男性相談の紹介
・他課へのつなぎ
・女性相談員による相談

乳幼児～18歳未満の子どもがいるDV被害者の家庭
子育て支援室
   こども支援担当

・母子・父子自立支援員による相談
・大阪府女性相談センターとの連携（一時保護）

障がいをもつDV被害者や被虐待者及びその家庭
障がい福祉課
　障がい者支援係

・障がい者虐待防止センターとの連携

65歳以上のDV被害者や被虐待者及びその家庭
高齢介護室
　高齢支援担当

・一時保護
・地域包括支援センターとの連携

上記以外
くらしサポート課
　生活相談係

・法律相談
・他課との連携

小・中学校及び義務教育学校（※）の子どもがいる家庭
※義務教育学校：南松尾はつが野学園

学校教育室
  教育指導担当

・不登校支援

福祉総務課
　地域福祉係

・CSWによる訪問支援

くらしサポート課
　労働政策係
　生活相談係

・就労支援
・若者サポートステーションの紹介（15～39歳）
・保健所との連携

健康づくり推進室
　健康増進担当
　保健センター
　保健福祉センター

・健康相談
・臨床心理士によるこころのリフレッシュ相談会
・保健所との連携

妊産婦・乳幼児の子どもがいる家庭

健康づくり推進室
　健康増進担当
　保健センター
　保健福祉センター

・電話・面接・訪問相談
・親子教室
・心理判定員による発達・育児相談

乳幼児～18歳未満の子どもがいる家庭
子育て支援室
　こども政策担当

・電話・面接・訪問相談
・子ども家庭センターとの連携（一時保護）
・レスパイトショートステイ

乳幼児～18歳未満の子どもがいる家庭
こども未来室
　幼保育成担当

・保育所入所の相談等

小・中学校及び義務教育学校（※）の子どもがいる家庭
※義務教育学校：南松尾はつが野学園

学校教育室
  教育指導担当

・スクールカウンセラーによる学校巡回相談

※自殺の危機要因を複数重ね持つなど課題が複雑な場合や相談内容が不明確でつなぎ先を特定できない場合は、福祉総務課・くらしサポート課にて課題の整理や他課との調整について相談を勧める。

※上記の表からは削除していますが、実際はつなぎ先となる各課の電話番号が「具体的な支援が出来る課」欄に記載されています。

市職員が「ゲート
キーパー」として日
頃から心がけてお
きたいこと。

自殺の特性として、上記1.2のようなことがあるため、下記のような言葉がけや、様子の確認を意識して行う。

○市民の困り事を具体的に引き出す声かけ（例）
・大丈夫ですか。　　・顔色がすぐれないようですが、体調はどうですか。　　　・体調が悪いんですか。　　　・しんどそうですが家まで帰れそうですか。
・何か、心配事がおありですか。　  ・眠れていますか。

本表作成の
目的・目標

目的：全職員がゲートキーパーであることの共通認識をもち、各々がその役割を担うことで自殺の原因となりうる課題に対応し、市民が自殺に至ることを防止する。
目標：市職員が「つなぐ」表を活用することで、日常業務で把握した課題に対し、対応できる課につなぐことが出来る。

自殺の特性とし
て、念頭におい
ておく事。

1.
①自殺に至るまでには、複数の自殺のリスク要因を重ね持っている。
②自殺に至る人は、なんらかの相談、SOSを周囲に出している。
③主訴は直接「自殺」でないことも多い。

2.
①自殺のリスクがある人が抱えている問題は複数であり、複雑なため、対応した課だけでは、問題が解決しない場合がほとんどである。
②何が課題なのかも自身で整理できていないことも多い。

留意点

①つなぎ先に記載されている課は、業務内容から「気づきやすい課」であることは明白なため、「気づきやすい課」から除いています。
②つなぎ先として相談を受けた課は、相談内容を聞き取るなかで主となる課題を整理のうえ、対応が困難な場合や必要な場合は適切な課へおつなぎください。
③生活保護受給者の支援については、危機要因を問わず、必要時生活福祉課と連携のうえ対応ください。
④確認事項で対象を参考に記載していますが、つなぎ先に困った場合は、つなぎ先のいずれかの課にまずはご相談ください。
⑤相談を他課につなぐ場合は、できる限り事前に連絡を行い、相談の主訴や経緯を伝えたうえでご案内ください。

【自殺予防の視点からの役割】　●気づく⇒●つなぐ 【自殺予防の視点からの役割】　●つなぎ先（支援し、見守る）

潜在的にある
自殺の危機要因

相談内容
（市民からの具体的な困り事の表出）

自殺の危機要因に
気づきやすい課

確認事項（例）
具体的な支援
(サービス提供)

が出来る課
業務（支援）内容

【

生
活
苦

】

■税務室
■滞納債権整理回収課
■保険年金室
■高齢介護室
■生活福祉課
■住宅政策担当
■お客さまサービス課
■保健給食担当
■学校教育室
■こども未来室
■子育て支援室

くらしサポート課
　生活相談係

生活困窮者で1つの課で課題解決が困難な人又は、相談内容が不明確な人に対
し、何がその人にとって課題になっているかを整理し、その課題解決に向け、必要
な支援を受けるための、関係機関へのつなぎ

・法律相談
・就労支援
　　↓
必要に応じ、生活福祉課との連携

【失業】

○仕事がなく、収入がない。
○働きたいが、自分に見合う仕事がない。
○病気があり働けない。
○障がいがあり働けない。
○小さい子どもがいるので、働けない。
○介護が原因で失業した。
○転職したい。
○就職できない。

■税務室
■滞納債権整理回収課
■保険年金室
■高齢介護室
■生活福祉課
■住宅政策担当
■保健給食担当
■学校教育室

【職場の人間関係】
【過労】
【仕事の悩み】
【職場の環境の変
化】

○仕事のことで悩んでいる。
○長時間労働で、休みもなく疲れている。
○職場でパワハラ、セクハラ、いじめ等を受けている。
○職場が変わったが、適応できない。
○仕事は続けたいが、職場の人間関係、仕事内容に不満がある。

■健康づくり推進室
■保険年金室
■障がい福祉課
■生活福祉課
■保健給食担当
■学校教育室
■こども未来室
■子育て支援室

市民

【うつ病】
【閉じこもり】

○気分が落ち込み、何もする気がおこらない。（出来ない。）
○精神的にしんどい。
○家事ができない。
○外に出たいが、一人では出られない。家族や知人に頼めない。
○病院に行きたい（行かせたい）が、行けない。
○将来の進路について悩んでいる。
○仕事に行けない。
○外に出て行く気が起らない。
○家族が家に閉じこもっている。

■税務室
■滞納債権整理回収課
■保険年金室
■くらしサポート課
■生活福祉課
■住宅政策担当
■お客さまサービス課
■保健給食担当
■学校教育室
■こども未来室
■子育て支援室

【身体疾患】
【病苦】
【介護・看病疲れ】

○病気があって身体がしんどい。
○家事ができない。
○外に出たいが、一人では出られない。家族や知人に頼めない。
○病院に行きたい（行かせたい）が、行けない。
○1日中介護していて、しんどい。
○要介護者や障がい者（児）がいて、今後の先行きに不安がある。

■税務室
■滞納債権整理回収課
■保険年金室
■くらしサポート課
■生活福祉課
■保健給食担当
■学校教育室
■こども未来室
■子育て支援室

【アルコール問題】

○お酒を飲まないと生活できない。
○朝からお酒を飲んでいる。
○家族にアルコール依存症の人がいて、病院を受診させたい。
○お酒をやめたい。（やめさせたい。）

■人権・男女参画室
■くらしサポート課
■障がい福祉課
■生活福祉課
■こども未来室
■子育て支援室

18歳未満の子どもがいない家庭
デートDVの被害者

【ひきこもり】
○子どもが学校に行きたがらない。行かない。
○子どもが部屋（家）から出ない。
○子どもが仕事に行かない。就職活動しない、出来ない。

■人権・男女参画室
■保険年金室
■生活福祉課
■保健給食担当
■こども未来室
■子育て支援室

上記以外

【子育ての悩み】
【児童虐待】
【いじめ】

○子育てで悩んでいる。
○子育てでイライラすることが多い。
○子育ての支援者が周りにおらず、一人で悩みを抱えている。
○一人で子どもをみているのでしんどい。
○離婚したばかりで、これから子どもとの生活で悩んでいる。
○子どもがいじめられている。
○虐待をしてしまいそう。
○虐待を受けている子（虐待をしている親）を知っている。
○虐待を受けている。

■人権・男女参画室
■市民室
■保険年金室
■くらしサポート課
■高齢介護室
■障がい福祉課
■生活福祉課
■保健給食担当

【家族内の暴力等
（高齢者・障がい者
虐待・DV等）】

○家族や恋人からの暴力や暴言等で悩んでいる。
○家族やパートナーに暴力を振るってしまう。
○DV・モラハラを受けている。
○お金を自由に使わせてもらえない。
○DVを受けているのを知った。
○DVのため、避難してきている。
○DVのため、住民票を移せない。

■市民室
■健康づくり推進室
■保険年金室
■生活福祉課
■保健給食担当
■学校教育室
■こども未来室

自分の課では複数の要因が絡み、「相談者の

課題解決が難しい」と感じた時、つなぐ。



４．柏崎市_児童生徒からの聞き取りシート ≪事例９≫ 

 

【使用目的】 

・ 柏崎市教育委員会学校教育課が作成し、柏崎市立の小中学校を対象に使用。自傷行為や自殺

のほのめかしがある生徒の情報について、学校から学校教育課へ共有するためのツールと

して活用。 

 

【使用方法・留意点】 

・ シートには、いつどのように、どの程度の傷か、どのような状況で自傷が起こったのかを具

体的に自由記載で記述する。また、学校としてどのような対応をしたか、学校で今後どのよ

うな対応を考えているのか、専門機関を含め支援介入をお願いしたいか等について記載す

る。 

・ ケース対応に関しては、都度緊急性に応じて参集する。流れとしては、学校教育課から健康

推進課に一報が入った後、健康推進課が情報をとりまとめ、ケース対応の関係課の判断を行

い、招集をかける。共有された情報から介入が必要と思われる課でケース会議を行ったり、

学校に出向いて学校側と一緒に支援を考える。 

・ 学校から出されたシートは、学校教育課、子どもの発達支援課、子育て支援課、健康推進課、

ひきこもり支援センターから構成される「思春期サポートチームメンバー」で共有する。「思

春期サポートチームメンバー」のなかで、受診が必要となれば健康推進課、家庭支援が必要

ならば子育て支援課、心理的な支援が必要ならば子どもの発達支援課等、どの課がどのよう

に関わるかの見通しを立ててから介入支援をしている。 

・ 複雑な家庭背景や、生活困窮などが関わるような複合的なケースについては、当面の自殺予

防に関する危機介入は健康推進課が対応し、その後の継続した支援については子育て支援

課が主になり、支援方法について検討する。聞き取りシートを共有するのは「思春期サポー

トチームメンバー」の中だけであり、必要な内容を次の支援先となる課に情報提供しながら

支援を整える。 

・ 学校がすぐにシートを作成できない場合でも、必ず学校教育課に一報が入るため、状況に応

じて学校教育課の担当指導主事が学校の代わりにシートを書いてまとめる協力体制をとっ

ている。 

 



記入日

学校としての心配程度
（該当する項目に〇）

学校名

児童生徒名

報告者（校務分掌）

主な担当職員

　㊙　関係者以外部外秘
　　　　　　　　　　　　　　　　「児童生徒からの聞き取りシート」　　　　　　　柏崎市教育委員会学校教育課

　　　　　　　　　　（自傷行為・自殺ほのめかしに関する報告に使用してください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校・　中学校

このシートを活用し、学校教育課までご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　　　（校長・教頭・担任・生徒指導担当・養護教諭・　　　　　）

①起こった事実（※時系列で端的に）
（何をしたか→リストカット、過量服薬等）
（どんな手段でしたか【量】→カッター等の道具、錠剤を１０錠程　等）が分かるように。
　

②学校として現在考えている対応　　【校内での対応を考えている　　　・　相談機関からの協力がほしい】

　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　年　　　　組

　　　　（担任・生徒指導担当・養護教諭・　　　　　）

本人の状況
★家族構成は構成員に〇をつける。
★主訴について簡潔に記入する。
（自殺をほのめかす言葉等、本人の状況
がストレートにわかる情報）

・現時点でわかる範囲で該当項目全てに
〇をつける

★家族構成【　父　・　母　・　兄　・　姉　・　弟　・　妹　･　祖父　・　祖母　・（　　　　）】
★本人の主訴
・

（　　）医療受診履歴あり　（医療機関名：　　　　　　　　　　　　　）
（　　）過去に自傷行為あり（　　　　回ぐらい）
（　　）自傷行為、自殺ほのめかし以外の行動あり（内容：　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　）保護者は自傷行為の事実を知っている(  父　・　母　・　兄弟　・　それ以外　）
（　　）帰宅させると本人に危害が及ぶ危険な状況であることが心配される。
（　　）帰宅させることができるが、家庭での心配がある。
（　　）本人と保護者との関係性で心配な点がある。（虐待歴など）
・

　　　　　　高（緊急性高）　　・　　　中（緊急性はないが対応必要）　　　・　　　低（情報共有）



５．姫路市_自殺未遂者連絡票 ≪事例 10≫ 

 

【使用目的】 

・ 現在は救命救急センター１か所、２次救急の病院３か所の計４病院に連絡表を配布し、自殺

未遂で救急搬送された患者の情報について保健所・保健センターと共有するためのツール

として活用。 

 

【使用方法・留意点】 

・ 連絡表使用のフロー図を作成し、病院に渡している。フロー図では、未遂者搬送から入院、

そして患者への情報提供の同意を得て、どのタイミングで保健所に報告するかなどの流れ

を示している。 

・ 連絡表の主な記入者は病院によって異なるが、PSW、MSW が多い。連絡表の詳細な記載方法

について市から特に定めておらず、連絡表をベースに病院で使いやすく変えてもかまわな

いと伝えている。 

・ 患者搬送後、病院から個別支援をしている保健センターへ電話連絡があり、地域連携室が患

者と面接をするなどして状況を把握したうえで、後日連絡表が送付される。入院期間が短い

場合は、退院直後などできるだけタイムリーに送付してもらうようにしている。 

・ 連絡表の提出があった後は、保健所・保健センター内で連絡表の内容を確認し、保健センタ

ーから直接患者に連絡を取り、支援を検討する。支援内容の検討の際は、連絡表内の「面接

状況」欄に記載されたアセスメント内容を参考にする。 

・ 連絡表は、庁内他部署との共有はしておらず、病院と保健所・保健センターのみの共有とし

ている。自殺未遂の背景の内容に応じて、庁内の担当課へつなぐ際に保健所・保健センター

から連絡表の内容を情報提供する場合もある。 

・ 保健所への情報提供の同意がないと行政側からの介入ができないため、情報提供の同意に

ついては、病院で丁寧に確認してもらうようにしている。病院との連絡表の使用に関する打

ち合わせの際に、情報提供の同意がない場合の対応をすり合わせているが、同意がない場合

は情報提供をしないということを定めている病院もある。 

・ 個人情報の提供について、患者本人からの同意は得られなくても、家族からの同意のみ得て

いる場合もあり、同意の状況に合わせて対応している。 

・ 病院側から連絡表を使用した結果のフィードバックがある方がモチベーションにつながる

という意見を貰い、支援対象者の同意を得た上で、その後の経過や支援について報告書を作

成し、ケースごとに担当の保健センターが病院へフィードバックを行っている。 

 



（別紙 自１）

Ｎｏ

（ 歳 ）

年 月 日

 入　　院 有 無

年 月 日 年 月 日

有 無 不明

不明 その他（ )

有 無 不明

有 無 不明

有 無 不明 医療機関名：

有 無 有 無 )

（病院名： )

診療所紹介

有 無 不明

その他（ ）

有 無 ）

有 （氏名：　 　 続柄： ） 無 その他 （ ）

済 （　　／　　）　 未

保健所対応結果 □

□ □ □ □
□ ）

保険

生年
月日

年 　月   日
性
別

職
業

 家族の同意

面接状況
・日時
・場所
・面接者
・被面接者
・本人の思い

・家族の思い

・再企図ﾘｽｸ
・問題点等
・指導内容
・ｱｾｽﾒﾝﾄ
・今後の計画

情報提供の
同意の有無

 保健所案内

 案内方法 リーフレット 口頭

保健センター・分室への連絡

その他（

病院 　地域医療連携室　報告済

相談（相談者：本人・家族） 状況把握のみ 関連機関の紹介 他健福へ情報提供

記載者： 病院 所属 氏名

退院後に
ついて

在宅

（医院名： ）

その他

文章

 本人の同意 その他（

生活状況

 家族 (続柄 同居 連絡先：

 家族構成

 特記事項

医療の状況
(精神科領

域)

 精神疾患 病　名：

 通院歴

 特記事項

学校問題

 自殺念慮

 その他の危険因子

その他（ ）

 過去の未遂歴

 未遂行為の背景
家族問題 健康問題 経済生活問題 勤務問題 男女問題

今回の
未遂行為

 未遂行為
薬物 毒物 首つり 飛び降り 練炭 リストカット

～

来院日 平成

取扱注意

未遂者連絡表 記載日 　　　年　月　日

下記は保健所の記入欄です

住所

連絡先 電話 携帯電話

患者氏名

フリガナ

転院

入院状況
 入院期間 平成



（令和 4年 6月 姫路市保健所作成） 
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姫路市自殺未遂者支援事業の流れ  

自殺未遂者支援について 
関係機関の支援が必要と 
判断した場合 

保健ｾﾝﾀｰ･分室で介入方法や対応職種を検討 
（心理士、精神保健福祉相談員、保健師） 

保健センター・分室 

救命救急センター・ 
二次救急医療機関 

未遂者 

保健所への情報提供について 
 
本人や家族の同意を得る 

保健ｾﾝﾀｰ・分室へ 
情報提供（電話連絡） 

保健ｾﾝﾀｰ・分室で受理した旨を 
健康課へ連絡 

健康課 

入院中または退院後、 
未遂者連絡表を作成し 
保健ｾﾝﾀｰ・分室へ送付 

健康課で未遂者
連絡表(写し)を
保管 

報告書は、毎月 
まとめて健康課 
から医療機関へ 
送付 

未遂者連絡表受理後、 
概ね 1 か月後に報告書を作成し、
健康課へ送付 

保 健 所 

 
本人や家族等への支援 
（電話・面接・訪問等） 

 
・保健センター・分室から入院医療機関へ訪問し面接 
・医療機関でのカンファレンス等に出席 等 



６．彦根市_自殺未遂者相談窓口連絡票 

（病院用/警察・消防用） ≪事例 11≫ 

 

【使用目的】 

（病院用） 

・ 現在は救急告示病院４か所、市内の精神科クリニック３か所で使用。自殺未遂で救急告示病

院に搬送された患者を精神科クリニックにつなぐためのツールとして活用。 

（警察・消防用） 

・ 警察が把握している自殺未遂者の情報を市へ共有し、早い段階から介入できるようにする

ためのツールとして活用。 

 

【使用方法・留意点】 

（病院用） 

・ 連絡票の記入者は病院によって異なり、主に救急の看護師や MSW など病院の相談員が担当。

記入者やフリー記述欄の記入方法などの細かい運用は病院側に任せている。 

・ 救急告示病院に自殺未遂者が搬送された際に、病院が記入し、彦根市に提出する。連絡票を

送付する前や、未遂があった翌日の早期などに、MSWから電話で状況についての一報が入る。 

・ 提出された連絡票を市が確認し、精神科クリニックにつなぐ。連絡票の「経過と対応、その

他」の自由記述欄が重要であり、病院が未遂の理由など詳細に記載してくれるため、しっか

りと確認している。 

・ 市では同意が得られた方にしか直接アプローチできないが、本人の同意が得られない場合

でも、家族の同意を得るなどして市につないでもらっている。また、本人が再度病院を受診

した際に、未遂者支援の説明をしたり、丁寧に連絡してくれる病院が増えている。 

・ 年２回関係機関の会議を開催し、病院から連絡があったケースについて事例検討を行い、関

係機関が支援できることなどについて意見交換を実施している。 

（警察・消防用） 

・ 令和４年度３月からの運用のため、連絡票の活用方法について検討を進めている段階。救急

告示病院に運ばれたケースの情報共有や、報告されたケースのフィードバックを実施。 

・ 警察を要請したが救急搬送に至らなかったケースについて情報共有することで、必要な支

援に繋げている部分もあるため、連絡票を活用することで、スムーズに情報共有が行える。 

 



 

 

相談窓口連絡票（彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町在住用） 
 

来院日時：  年  月   日（  ）     時    分 

来院方法： 救急車 ・ 家人による搬送 ・ 自ら来院 ・ その他（    ） 

氏名： 性別： 男性 ・ 女性       

生年月日：Ｔ・Ｓ・H  年 月 日（  歳） 

住所： 

連絡先： 職業：無 ・ 有（       ） 

婚姻状況： 既婚 ・ 未婚 ・ 不明 生活保護：受給中 ・ 無 ・ 不明 

家族連絡先（キーパーソン） 

氏名：         （続柄：   ） 

住所：                

連絡先：             

 

同居者 

無 

有（  人） 

不明 

【自殺企図の方法】 

① 大量飲酒   ②過剰服薬   ③リストカット ④薬物毒物等摂取  ⑤縊首    

⑥致死的自傷（線路上、飛降り、焼身）  ⑦準致死的死傷（入水･窒息･入山） 

⑧ガス等の吸引  ⑨切創・刺創（リストカット以外）  

⑩その他（不明、死ぬと騒ぐ、無言、立ち尽くす、               ） 

【精神科受診歴】 

①現在あり   ②過去あり   ③なし    ④不明 

    医療機関名（            ）主治医名（         ） 

    診 断 名（            ）    

【過去の自殺企図歴】 

①あり（  回目・回数不明）  ②なし   ③不明 

【転  帰】 

①帰宅  ②入院  ③転院（精神科） ④転院（身体科） ⑤死亡 

【希死念慮】 

救急受診時  ： 無 ・ 有 ・ 不明 

現在（連絡時）： 無 ・ 有 ・ 不明 

【経過と対応、その他】   

 

【確認事項】  

相談機関への連絡についての説明：  無 ・有 （同意：無・有（同意者：   ） 

かかりつけ医への連絡についての説明：無 ・有 （同意：無・有（同意者：   ） 

紹介状（診療情報提供書）の有無：  無 ・有 

病院名：       担当部署：        担当者：          

病院用 



 

彦根市相談窓口連絡票 
 

日時：     年   月   日（   ）        時    分 

対応： 本人 ・ 家族 ・ その他 （                 ）        

経緯・対応内容  

 

氏名： 性別： 男性 ・ 女性       

生年月日： Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ   年  月  日（    歳） 

住所： 

連絡先：               職業：無 ・ 有（       ） 

婚姻状況： 既婚 ・ 未婚 ・ 不明 生活保護：受給中 ・ 無 ・ 不明 

家族連絡先（キーパーソン） 

氏名：         （続柄：   ） 

住所：                

連絡先：             

 

同居者 

無 

有（  人） 

不明 

【自殺企図の方法】 

➀ 大量飲酒 ➁ 過剰服薬 ➂ リストカット ➃ 薬物毒物等摂取 ➄ 縊首 

➅ 致死的自傷（線路上、飛降り、焼身）   ➆ 準致死的死傷（入水･窒息･入山） 

➇ ガス等の吸引      ➈ 切創・刺創（リストカット以外） 

➉ その他（不明、死ぬと騒ぐ、無言、立ち尽くす、               ） 

【精神科受診歴】 

➀現在あり    ➁過去あり    ➂なし    ➃不明 

    医療機関名（            ）主治医名（         ） 

    診 断 名（            ）    

【過去の自殺企図歴】 

➀あり（    回目・回数不明）  ➁なし    ➂不明 

【転  帰】 

➀帰宅   ➁病院   ➂その他（              ）  

【希死念慮】 

現在（連絡時） ：  無 ・ 有 ・ 不明 

【確認事項】 ※警察署にて 

(1) 彦根市へ連絡することについての説明  ： 無 ・ 有 

(2) 彦根市からの連絡についての同意  ： 無 ・ 有 [同意された方：         ] 

(3) かかりつけ医へ連絡することについての説明 ： 無 ・ 有 

(4) かかりつけ医へ連絡することの同意  ： 無 ・ 有 [同意された方：         ] 

(5) その他[                                                      ] 

担当者：(所属)           （氏名）                  

警察・消防用 


